
難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ（香川県）

2023（令和5）年10月1日から難病医療費助成制度の変更に伴い

香川県指定難病（突発性難聴・慢性腎不全・メニエール病）

の臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます

特定医療費の支給開始日を確認するため、

臨床調査個人票の「診断年月日」欄に記載いただきますようお願いいたします。

＜臨床調査個人票イメージ＞

※特定医療費の支給開始日の見直しの概要については、（別添）の周知チラシをご確認ください。

※令和５年10月１日以降の申請から適用となります。

＜診断年月日の具体的な考え方＞

新しい臨床調査個人票は、香川県ホームページからダウンロードできます。 香川県 指定難病 検索

：改正箇所

※「診断年月日」欄のない臨床調査個人票を難病患者が持参した場合は、
医師意見欄又は欄外に診断年月日を必ず記載してください。

・突発性難聴

認定基準を満たし、かつ重症度分類（聴力レベルが70㏈以上）を満たしたと診断した日

・慢性腎不全

認定基準を満たしたと診断した日

・メニエール病

認定基準を満たしたと診断した日

【問い合わせ先】

香川県 健康福祉部 健康福祉総務課

難病等対策グループ TEL:０８７－８３２－３２７２


